
中⼩企業連携組織対策推進事業
令和３年度概算要求額 6.9億円（6.9億円）

中⼩企業庁 経営⽀援課
03-3501-1763
中⼩企業庁 商業課
03-3501-1929

事業の内容

条件（対象者、対象⾏為、補助率等）

事業⽬的・概要
 中⼩企業・⼩規模事業者の連携・組織化の推進、中⼩企業組合の運営の適正
化を図るため、中⼩企業・⼩規模事業者の集合体である組合等を⽀援します。

 具体的には、中⼩企業等協同組合法に基づき中⼩企業・⼩規模事業者が組織
する組合の設⽴指導及び運営指導等を⾏う全国中⼩企業団体中央会や、組合
の経営改善向上、組合事業に関する知識の普及を図るための教育事業等を
実施する全国商店街振興組合連合会及び全国卸商業団地協同組合連合会を
⽀援します。

 また、中⼩企業組合及び組合員が抱える課題を解決するため、中⼩企業団体
中央会が課題を抱える組合を伴⾛型⽀援する取組を⽀援します。

 さらに、中⼩企業団体中央会が、外国⼈技能実習⽣の受⼊を⾏う組合に対して、
受⼊事業が適正に実施されるように指導・⽀援します。

成果⽬標
 中⼩企業団体中央会が⽀援を⾏った組合の7割が設定した⽬標を達成することを
⽬指します。

 外国⼈技能実習実施機関に対する労働基準監督機関による違反率を減少
させることを⽬指します。

(2/3、6/10、⼀部定額)
補助

･全国中央会指導員等︓1/3(⼀部､定額･1/2)
･都道府県中央会、全国組合等への指導等︓6/10(⼀部､定額)
･中⼩企業組合等に対する⽀援事業︓2/3(⼀部､定額)
･全国商店街振興組合連合会に対する⽀援事業︓（6/10、定額）
･全国卸商業団地協同組合連合会に対する⽀援事業︓（定額）

（１）

（３）

事業イメージ

 全国中⼩企業団体中央会が実施する、中⼩企業組合の設⽴・運営指導に
要する経費を補助します。

 全国中⼩企業団体中央会が実施する、都道府県中⼩企業団体中央会
指導員の能⼒向上のための研修会等に要する経費を補助します。

 全国商店街振興組合連合会及び全国卸商業団地協同組合連合会が実施
する、経営改善向上、組合事業に関する知識の普及を図るための教育、情報
の提供に関する事業等に要する経費を補助します。

 中⼩企業組合及び組合員等が抱える課題を解決するため、中⼩企業団体
中央会が課題を解決したい組合等を伴⾛型⽀援して、マニュアルの策定や販路
開拓等の取組を⾏うために要する経費を補助します。また、取引⼒等を強化
する取組に要する経費を補助します。

【取組事例】
近隣県の組合同⼠の連携により、経費を⼤幅に削減
(サングルポ阿南協同組合・協同組合庄原ショッピングセンター・協同組合ポルカ)
・ 効率的かつ効果的な販売促進策を構築するため、他の類似した共同店舗の
事業協同組合と連携して調査・研究を実施。
・ お客様アンケートやポイントカードのデータ等から顧客ニーズを捉え、効率的な
PRを実施し、参加した組合の中には、チラシコストの30〜40％削減に成功。

（３）外国⼈技能実習制度適正化事業

（２）中⼩企業組合等課題対応⽀援事業

（１）中⼩企業組合等指導・⽀援事業

 外国⼈技能実習制度を適正に実施するために、受⼊事業を⾏う中⼩企業
組合（監理団体）等を対象に中⼩企業団体中央会が⾏う巡回指導や
講習会の開催等に要する経費を補助します。
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